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平成２５年第２回三笠市議会臨時会 

平成２５年１１月７日 

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議事次第 

 １ 開会宣告 

 ２ 会議録署名議員の指名 

     ５番 扇 谷 知 巳 氏 

    １０番 髙 橋   守 氏 

 ３ 会期の決定 

    平成２５年１１月７日   １日間 

 ４ 諸般報告 

  (1) 一般行政報告 

 ５ 議  事 

 ６ 閉会宣告 

  ──────────────────────────────────────── 

○議事日程 

 日程第１        会議録署名議員の指名について 

 日程第２        会期の決定について 

 日程第３        諸般報告について（一般行政報告） 

 日程第４ 議案第５８号 三笠市職員等賞慰金給付条例の制定について 

 日程第５ 議案第５９号 平成２５年度三笠市一般会計補正予算（第４回）について 

 日程第６        議案第５８号及び議案第５９号について（委報第７号） 

  ──────────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

 議 長   １番 谷 津 邦 夫 氏   副議長   ３番 齊 藤   且 氏 

       ２番 澤 田 益 治 氏         ４番 猿 田 重 夫 氏 

       ５番 扇 谷 知 巳 氏         ６番 谷 内 純 哉 氏 

       ７番 丸 山 修 一 氏         ８番 儀 惣 淳 一 氏 

       ９番 武 田 悌 一 氏        １０番 髙 橋   守 氏 

  ──────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

  ──────────────────────────────────────── 

○説明員 

 市     長  小 林 和 男 氏   副  市  長  西 城 賢 策 氏 

 総務福祉部長  松 本 哲 宜 氏   総 務 課 長  右 田   敏 氏 

 財 務 課 長  中 原   保 氏   企画経済部長  中 沢 敏 男 氏 
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 企画振興課長  小 田 弘 幸 氏   建設管理課長  鈴 木 英 夫 氏 

 監 査 委 員  森 原   裕 氏   監査委員事務局長  鈴 木 信 之 氏 

 教 育 委 員 長  折 笠 真 仁 氏   教  育  長  北 山 一 幸 氏 

 学校教育課長  高 森 裕 司 氏   病院事務局長  澤 上 弘 一 氏 

 消  防  長  永 田   徹 氏 

  ──────────────────────────────────────── 

○出席事務局職員 

 議会事務局長  清 水 光 一 氏   議 会 係 長  坂   保 徳 氏 

 主 任 主 事  青 山 初 美 氏 
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開会 午前１０時２９分   

──────────────────────────────────── 

◎開 会 宣 告 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  おはようございます。ただいまから、平成２５年第２回三笠市議

会臨時会を開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  これより、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  日程の１ 会議録署名議員の指名についてを議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、５番扇谷議員及び１０番髙橋議員

を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会 期 の 決 定 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  日程の２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今臨時会の会期は、本日１１月７日の１日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 会期は、１日間と決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸 般 報 告 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  日程の３ 諸般報告に入ります。 

 一般行政報告を行います。 

 市長から報告を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏）  それでは、行政報告をいたします。 

 まず最初に、報告第１号市長の行動報告についてでございますが、今回の行動につきま

しては、石狩川水系幾春別川総合開発事業ということで、三笠市、岩見沢市、そして水道
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企業団、この３つで行ったところでございます。 

 まず初めに、１０月の２１日は、札幌開発建設部、北海道開発局、それから北海道知事、

そして北海道道議会宛てにそれぞれ早期完成をお願いしたところでございます。 

 特に、昨年は奔別川が異常に増水して、唐松地区が床下、床上冠水もありましたし、ま

た、農地も冠水するというような被害があったこともあわせて説明いたしまして、一日も

早い完成をお願いしたところでございます。 

 続きまして、１０月の２３日、国のほうに参りまして、国土交通省、それから北海道選

出国会議員等にお会いいたしました。そして、同趣旨でお話を、要請を行ったところでご

ざいます。 

 国土交通省のほうからは、この平成２６年度に向けての概算要求は昨年よりも６％ふや

して、約３３億ほどにするというようなお話がございました。とにかく、今回３年半ブラ

ンクがあったことによって、若干の基本計画の変更等もございますものですから、そうい

ったことの説明をいただいてきたところです。 

 いずれにいたしましても、一日も早い完成とあわせて、できるだけ地元雇用のできる部

分については地元にお願いしたいし、あわせて使う、いろんな物品等についても、地元企

業を使っていただきたいということをお願いしたところでございます。 

 次、報告第２号人事発令についてでございますが、１０月１日付でそこに記載しており

ます看護師長について、昇任の発令を行ったところでございます。 

 それから、報告第３号市工事につきましては、インター３号線ほか１路線道路側溝整備

工事のほか５件、そこに記載してありますような内容で契約をし、終わったところでござ

います。 

 以上で、一般行政報告を終わらせていただきます。 

◎議長（谷津邦夫氏）  これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 まず、報告第１号総務福祉部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  次に、報告第２号、同じく総務福祉部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  次に、報告第３号企画経済部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  質問ないようですから、一般行政報告については、報告済みとし

ます。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第５８号 三笠市職員等賞慰金給付条例の制

定について 

──────────────────────────────────── 
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◎議長（谷津邦夫氏）  日程の４ 議案第５８号三笠市職員等賞慰金給付条例の制定につ

いてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏）  議案第５８号三笠市職員等賞慰金給付条例の制定について、提案

説明申し上げます。 

 本条例の制定は、市議会議員、職員等が公務上または通勤により死亡し、または負傷も

しくは疾病により障害の存する状態になった場合において、その遺族または職員等に対し

て給付する賞慰金に関し、必要な事項を定めるものであります。 

 制度の内容は、賞慰金給付の対象者、賞慰金の種類、死亡賞慰金の額、障害賞慰金の額

及び等級などを定めるものであります。 

 施行期日は、この条例の公布の日でありますが、平成２５年８月１日から適用するもの

であります。 

 以上、提案説明といたしますので、御審議くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

◎議長（谷津邦夫氏）  これより、議案第５８号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第５８号については、総合常任委員会に付託します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第５９号 平成２５年度三笠市一般会計補正

予算（第４回）について   

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  日程の５ 議案第５９号平成２５年度三笠市一般会計補正予算

（第４回）についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏）  議案第５９号平成２５年度三笠市一般会計補正予算（第４回）に

ついて、提案説明申し上げます。 

 今回の補正は、既定予算額８７億５２８万円に４,５００万円を追加し、予算の総額を

８７億５,０２８万円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、総務費では、市立三笠総合病院精神神経科医師の死去に伴う

死亡賞慰金を措置するものであります。 
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 教育費では、三笠高校体育館に暖房設備を設置するための整備費用を措置するものであ

ります。 

 一方、歳入でありますが、新たな事業における歳出関連の特定財源収入２,５００万円

を増額するほか、一般財源については、前年度繰越金の一部を計上するものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、御審議くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

◎議長（谷津邦夫氏）  これより、議案第５９号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第５９号については、総合常任委員会に付託します。 

 この際、委員会開催のため、しばらく休憩します。 

休憩 午前１０時３７分   

再開 午前１１時１６分   

◎議長（谷津邦夫氏）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第５８号及び議案第５９号について（委報第７

号）   

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  日程の６ 委報第７号、議案第５８号及び議案第５９号について

を一括議題とします。 

 本件は、先ほどの本会議において総合常任委員会に付託したものであり、委員長より審

査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 武田委員長、登壇願います。 

（総合常任委員会委員長武田悌一氏 登壇） 

◎総合常任委員会委員長（武田悌一氏）  さきの臨時会で付託になりました議案につきま

して、その審査の経過と結果について、御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第５８号条例制定１件、議案第５９号補正予算１件

であります。 

 以下、御報告申し上げますが、全議員が委員となり審査を行っておりますので、審査の

詳細及び質疑答弁の内容につきましては省略をさせていただき、審査の結果についてのみ

を御報告させていただきます。 

 なお、御配付の文書及び資料の説明につきましても省略をさせていただきますので、御

了承賜りたいと思います。 

 それでは、報告いたします。 
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 議案第５８号三笠市職員等賞慰金給付条例の制定について、議案第５９号平成２５年度

三笠市一般会計補正予算（第４回）については、特段の討論もなく、原案可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について、御報告とさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

◎議長（谷津邦夫氏）  これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 議案第５８号及び議案第５９号について、一括して質疑を受けます。 

 質疑のある方は、発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  質疑ないようですから、議案第５８号及び議案第５９号について、

質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第５８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５８号については、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第５８号三笠市職員等賞慰金給付条例の制定については、委員長報告のとおり原案

可決されました。 

 最後に、議案第５９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第５９号については、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第５９号平成２５年度三笠市一般会計補正予算については、委員長報告のとおり原

案可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  以上で、今臨時会に付議された事件は全て終了しました。 

 以上をもちまして、平成２５年第２回三笠市議会臨時会を閉会します。御苦労さまでした。 

閉会 午前１１時１９分   
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